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「需給調整市場ガイドライン」及び「一般送配電事業者が行う調整力の公募

調達に係る考え方」の改定に関する建議について 

 

 

「需給調整市場ガイドライン」（令和５年３月１０日最終改定）及び「一般送配電事業者

が行う調整力の公募調達に係る考え方」（令和３年４月１５日最終改定）については、電力

の適正な取引の確保を図るため、別添のとおり、電気事業法第６６条の１４第１項の規定

に基づき、貴職に建議いたします。 

  



 
 

 

別添 

 

１．需給調整市場ガイドライン 

 

大きな市場支配力を有する事業者に対して要請する事前的措置について改定を行う

必要があると認められることから、以下の改定を行うこと。 

 

⚫ 調整力 kWh市場 

➢ 予約電源以外における一定額（※１）は、限界費用×一定割合の範囲内とし、

一定割合は 10％とする。 

➢ 予約電源における一定額は、限界費用×一定割合の範囲内とし、一定割合は

10％とする。 

➢ 揚水発電、一般水力、DR等の場合の限界費用の考え方について、第 62回制度

設計専門会合で検討した内容を明記する（※２）。 

➢ 揚水発電及び蓄電池の限界費用は、以下の算定式とする。 

揚水ポンプ・蓄電原資＋揚水・蓄電ロス量にかかる託送費従量料金分（再エネ賦課金含む）

発電量（揚水量ーロス量）
 

 

※１需給調整市場ガイドライン Ⅲ．需給調整市場においてにおいて望ましい行為の詳細に

記載されている、「競争的な市場において合理的な行動となる価格」の算定式に一定額をい

う。以下同じ。 

   ※２第 62回制度設計専門会合資料 6－１の 4ページ～12ページにおいて検討した内容（別

紙のとおり） 
 

⚫ 調整力ΔkW市場 

➢ 調整力ΔkWにおける一定額は、0.33円/ΔkW・30分の範囲内とする。0.33円/

ΔkW・30分以上の一定額を希望する応札電源（以下「当該電源」という。）に

ついては、電力・ガス取引監視等委員会と協議を行い、当該電源の固定費回収

に必要な額を超えない範囲内で合理的な額を決定する。 

➢ 適切な起動費等の計上・入札のあり方に関し、起動費等の入札価格への反映

は、２回分までしか認めないこととする。 

 

２．一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方 

 

令和６年度以降、沖縄を除く９エリアにおいては、基本的に需給調整市場を通じ

て調整力を調達することとなり、沖縄エリアのみ電源Ⅰ及び電源Ⅱの公募を実施す

ることとなっても、引き続き、公募調達が公平性・透明性を担保するための考え

方、望ましいと考える公募調達の実施方法を明確にすることは必要と考える。 

以上から、沖縄エリアを対象として存続させることとし、必要な修正等を行うこ

と。 

 

 

 

 

 



 
 

 

別紙 

 


